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第 30回神奈川県スポーツ推進審議会 議事録 

 

日時：令和８年２月 13日（金）16時 30分から 18時まで 

場所：神奈川県庁 新庁舎８階 議会第３会議室 

出席者：笠井里津子【会長】、田中不二夫【副会長】、青木豊江、小田貴久、 

加藤元弥、金子雄志、熊坂俊博、坂本聡志、渋谷弥生、竹内博之、 

畠山卓也、平井孝幸、森正明、渡邊知雄 

 

１ 開会 

 〇 開会あいさつ（三枝スポーツ担当局長） 

 〇 出席人数の確認（20名中 14名の委員出席により審議会成立） 

 〇 委員紹介 

 〇 会議の公開について 

  ・ 非公開とする案件等なく、公開に決定 

 〇 傍聴人の確認 

  ・ 傍聴人なし 

 

２ 議題 

○笠井会長 

それでは次第に沿って進めさせていただきます。 

 

(1) 神奈川県スポーツ推進計画（エンジョイ・スポーツ！ かながわプラン）改

定案について 

 

○笠井会長 

議題(1) 神奈川県スポーツ推進計画（エンジョイ・スポーツ！ かながわプラ

ン）改定案について、事務局から説明をお願いします。 

 

（資料１に基づいて、吉澤スポーツ課企画グループリーダーから説明） 

 

○笠井会長 

  ありがとうございました。それではご意見等ありますでしょうか。 

 

○小田委員 

  今回、「スポーツを通じた共生社会の実現」を独立した柱とした点は高く評価

します。 
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  一方、共生社会を目指すのであれば、障がいのある方と障がいのない方がとも

に地域の一般のスポーツ大会に当たり前に参加できる環境が必要です。県内では

マラソン大会など多くの大会が開催されていますが、合理的配慮がどの程度なさ

れているかは極めて重要です。 

  そこで２点伺います。１点目、現在、県内で開催されている一般のスポーツ大

会において、障がいのある方への合理的配慮の実施状況を、県は把握しているの

でしょうか。 

  ２点目、県として一般のスポーツ大会の主催者に対して、合理的配慮の必要性

をどのように周知し、その意識を醸成していくのかについてお聞かせいただきた

いと思います。 

 

○松田健康・パラスポーツ推進室長  

  １点目、合理的配慮の状況把握については、例えばマラソン大会等で視覚障が

い者が伴走者を同伴して参加する場合、伴走者の参加料を無料とする取扱いな

ど、個別の事例は把握していますが、全体として調査は行っていません。 

  ２点目、大会主催者への周知については、現状、県から周知は行ってはござい

ません。今、お話しいただきました内容は、障がいの程度等に関わらず、スポー

ツができる環境づくりという観点であり、「かながわパラスポーツ」に含まれて

いるものであると考えます。 

  ご意見も踏まえ、具体的な取組として、例えば、大会の主催者や競技団体に対

する研修や啓発といったものを計画期間内で進められるよう、検討を進めていき

たいと考えております。 

 

○笠井会長 

  ありがとうございます。ぜひ合理的配慮について検討いただければと思いま

す。 

ほかにご意見ございますでしょうか。平井委員、お願いします。 

 

○平井委員 

  前回もご質問したかと思いますが、スポーツを「ささえる」数値目標につい

て、この数値はどこからとったものでしょうか。 

 

○吉田スポーツ課長 

  目標については、国で明確に定めているわけではありませんが、県内の市町村

の状況や策定されている計画等を参考に設定しております。 
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○平井委員 

  目標は 10％でよいかと思いますが、実績値の 2.9％については、もう少し高い

のではと思いました。私はスポーツ推進委員として、大会のボランティア等に参

加しており、例えば横浜市でも多くの方がささえてらっしゃるので、もう少し高

い数値になるかと思いましたが、調査はどのように取られたのでしょうか。 

 

○吉田課長 

  無作為抽出により抽出した方を対象に、調査を行い出しております。 

 

○三枝スポーツ担当局長 

  補足させていただきますと、統計法にのっとった県の調査となりますが、県民

全体から抽出した方々に実施している調査となりますので、県全体の数字となる

と、この数値となります。 

 スポーツを「ささえる」については、スポーツ基本法が改正されたことで、ス

ポーツを「みる」「ささえる」観点はかなり前面に出てきました。今後、こうい

ったものが浸透していくと、自分のやっていることがスポーツを「ささえる」こ

とにつながっているのだと、意識が変わってくると思っております。それがこの

数値にも表れていくと考えます。今回、ご提示させていただいたことで、県民の

意識がシフトチェンジしてスポーツへの関わり方が変わってくるかと思います。 

 

○熊坂委員 

  平井委員から、横浜市はもう少し高いのでは、というお話がありましたので、

横浜市の話もさせていただきます。本市も 10％の数値目標を掲げさせていただい

ております。こちらは、スポーツ振興法からスポーツ基本法に変わった平成 24年

のタイミングで策定した第１期横浜市スポーツ推進計画から掲げている目標にな

ります。その当時の調査結果がおよそ７％程度であったことを踏まえたものだと

思われます。その後、コロナ禍には、３～４％に落ちたこともありましたが、概

ね７～８％を推移しており、大きな変化もないことから底上げしていくことの難

しさを感じております。  

  ただ、平井委員がおっしゃったように、横浜市でも現状で７～８％程度あり、

県の数字とは乖離があります。例えば、自分のお子さんがやっている野球の送り

迎えや当番のお手伝いもスポーツをささえている活動であると、そこで地域の担

い手として、子どもたちの成長をささえているんだということを認識いただくこ

とで（現状の２～３％という）数字も自然に上がると思いますし、資料に記載さ

れているような生きがいのようなものにつながるのではと思います。 
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○笠井会長 

ありがとうございました。聞き方ひとつで随分変わるのではと思いました。 

その他にございますでしょうか。畠山委員、お願いします。 

 

○畠山委員 

  現場取材の時に、特に中高生の中で、本当はスポーツをやりたいけれど、例え

ば、経済的な事情や家庭の事情等でそれができない子どもたちがいるというのを

感じています。それはなかなか統計では出てこないもので、今回の計画の話には

そぐわないかもしれませんが、そういった人たちが自分のやりたいスポーツがで

きる機会があるといいと思いました。 

 

○笠井会長 

  ありがとうございました。ヤングケアラーではないですが、そういった事情で

なかなかスポーツができないこともあるかと思います。今の点について、事務局

いかがでしょうか。 

 

○吉田スポーツ課長 

  スポーツとは、誰もが参加し、ともに楽しむことができる重要なツールである

と考えております。おっしゃった通り、経済的な事情等がある中でスポーツがで

きないという環境を作り出さないようにすること、これは私たちも本当に願って

いるところです。  

  今回、スポーツの方でこういったご意見をいただきましたので、そのあたりも

前に出していきたいと思いますし、私たちだけで解決できることではなく、社会

構造や社会保障の問題にも関わってくるところだと思っています。そうした中

で、お金があろうがなかろうが、様々なスポーツに触れることができる場づくり

を進め、スポーツに関わる人たちとつながっていく、様々な場面でスポーツに携

われる、そういった環境づくりに努めてまいります。 

 

○青木委員 

  今のスポーツをやりたくてもできない子どもたちという点で、前回の審議会で

もお話しましたが、部活動の地域移行について、私は、施設開放されている小学

校をお借りして、100人ほどの子どもたちにダンスやアートを教えるボランティア

をしております。その中で、中学生が学校にダンス部を作りたい、テニス部作り

たい、と言った時、顧問がいないからできないという話がありました。一年ほど

保護者や子どもたちから私に相談があり、先日、校長先生や教育委員会に電話を

いたしました。そうしたら、計画が進んでおらず、部活動の地域移行について進
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んでいないと、今の状況では顧問がいないため部活動は増やせないとのお話でし

た。例えば、スポーツクラブのように、学校の名前だけ貸す場合であっても、県

大会や全国大会には先生が引率しなければならないということで、対応が難しい

とのことでした。 

  先ほどのやりたくてもやれない子どもたちの話で、特に経済格差の話もありま

したが、私たちの時は当たり前のように部活動がありスポーツができていました

が、今はそういった事情からできない子どもたちがいる現状をどうしたらいいか

と考えております。 

  誰に何を頼んでも難しい状況の中で、校長先生と教育委員会の方がおっしゃっ

たのが、学校とは関係のない地域のスポーツ団体等の外部の方が学校で教えると

いうのは、今後の話し合いで進んでいくのではないかとのことでした。 

 やりたくてもできない子どもたちを助ける方法はないでしょうか。 

 

○吉田スポーツ課長 

 まさに今ご指摘いただいた点について、昨年 12月に国が新しいガイドラインを

出して、地域展開という形で進めようとしているところです。本県の場合はすぐ

に学校が部活動を手放して地域に放り投げる、そういった状況にはありません。 

 ただ、おっしゃった通りで、まだまだ進んでおらず、本県としては、地域で指

導者が足りてないという状況も各市町村からお声をいただいております。県で

は、指導者のデータベースである「かながわ地域クラブ活動指導者データベー

ス」を作り、指導者がいないという状況を解決できる体制を整えております。こ

ちらは広域的な対応が可能で、神奈川県内どこでもご利用いただけます。ただ、

今年度にシステム化したことによる登録手続きの関係もあり、登録者はかつて 400 

人程度おりましたが、現在 200人弱に登録いただいております。 

 また、経済的なお話については、今後、地域展開を進めるに当たっての課題で

す。受益者負担という表現になりますが、実際にクラブに参加されるお子さんや

保護者がどこまで負担ができるのかが大きな課題です。こちらについても、国の

方針としては、国と都道府県と各市町村でどれぐらいの負担割合ができるかとい

うものを決めた上で地域クラブに移行ができるような体制づくりを進めていると

ころです。 

 やはり、中学校となると各市町村の教育委員会やスポーツ主管課が中心になっ

ておりますので、本県においては、今まさに各市町村がどう地域に展開していく

のかについて、話が進められているところです。ただ、この課題については、私

たちも知りませんという話ではありませんので、県全体の方針を作った上で、地

域展開を進めていくことになります。 

各市町村の事情をお聞きしながら、また、実際に部活動に参加される方々の保
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護者さんであるとかで、皆さまのご意見やご経験をお伺いした上で、県の方針を

作り、進めてまいります。 

 

○森委員 

  青木委員の思いはすごく伝わりました。神奈川県としてはどういうことができ

るかという観点で考えなければいけないと思います。先ほどから、地域の実情と

いう言葉も出ましたが、地域というのは、日本の中で神奈川の事情がどういうこ

とかについてしっかりと捉えるべきと思います。 

  私が提案したいのは、横浜国立大学や日本体育大学のような県内の大学をどう

やって生かしていくか、いわゆる教員の卵の人たちをぜひ活用してもらいたいと

思います。先ほど出たデータベースに登録してもらうためにも、大学側と神奈川

県が話をして、例えばダンスやサッカー、野球などの部活動が得意な人が先生の

卵でいると思いますので、その方たちが地域で指導をしていくことによって、子

どもたちも喜ぶと思います。 

  また、大学側としては、単位やアルバイト代のようなメリットを作ってあげら

れないかと思います。今は少子化で大学も大変苦労してると思います。大学に入

学してもらいたいと考える大学もあるでしょうから、大学生から教えてもらった

子どもたちがその大学に親しみを持ち、入学したいと思うようになる、全員がＷ

ＩＮ-ＷＩＮな関係をどう作っていくかを考えなければならないと思います。 

  なぜこのようなことをお話したかというと、私は九州・長崎の出身ですが、少

年サッカーをしていた頃、大会に出場した際、国士舘大学、日本体育大学、横浜

国立大学などの大学生の方々が、各チームに一人ずつ付いてくださいました。 

  私は当時、キャプテンをしておりましたが、チームの仲間がなかなか話を聞い

てくれず、思い悩んでトイレで泣いておりました。すると、その大学生の方が私

のところへ来て、「森さん、どうしたの」と声を掛けてくださいました。「実は

明日試合にもかかわらず、仲間が話を聞いてくれない」という悩みを打ち明ける

と、その方は大変親身になって話を聞いてくださいました。そのときの経験は、

今なお私の心に深く残っております。 

  現在はインターネットが発達し、指導方法も多様化しておりますが、子どもた

ちは私たちの時代以上に多くの情報を持ち、非常に敏感であるからこそ、正しい

指導や知識、そしてそれを適切に伝えることができる先生の卵である大人がいて

くれたらと思いました。青木委員のご発言を受け、神奈川県の財産である大学の

力をお借りすることができないものかと考え、発言させていただいた次第です。 

 

○吉田スポーツ課長 

  森委員からいただいたことについて、ご回答させていただきます。部活動の地
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域展開は、この推進計画でもしっかり進めていくことを記載しました。スポーツ

課としても地域のスポーツ資源を掘り下げた上で、指導者や場所を提供できるよ

うな体制を作っていくことを考えていきたいと思います。  

  この後の議題でご説明できるかと思いますが、資料１の 13ページ、児童・青年

期の中で、「中学校の生徒が継続的にスポーツに親しむ機会の確保」という形で

取組を拡充してしっかり進めさせていただきます。 

 

○笠井会長 

ありがとうございました。 

  本件について、令和６年 12月 20日に、神奈川県知事から会長である私あてに

諮問があり、本審議会で本日含めて４回にわたり、調査、審議をしてきたところ

でありますが、本日をもって、審議を終了したいと考えます。 

 本日の審議結果を踏まえると、「いくつかご意見がございましたので、別途、事

務局と会長である私において、意見の取扱いの整理の上、」資料２の神奈川県ス

ポーツ推進計画（エンジョイ・スポーツ！ かながわプラン）改定案を妥当なも

のとして、神奈川県知事に対し、答申したいと考えますが、ご異議ございますで

しょうか。 

 

 （委員了承） 

 

○笠井会長  

 ありがとうございます。 

 

 

(2) 令和８年度当初予算（案）主な取組について 

 

○笠井会長  

 続いて、議題(2) 令和８年度当初予算（案）主な取り組みについて、事務局か

ら説明をお願いします。 

 

 （資料３に基づいて、吉澤スポーツ課企画グループリーダーから説明） 

 

○笠井会長 

ありがとうございました。それではご意見等ありますでしょうか。 
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○渡邊委員 

資料９ページ、障害者スポーツ大会の害の記載はひらがなではないでしょうか 

 

○松田健康・パラスポーツ推進室長 

ひらがなに修正いたします。 

 

○平井委員 

  前回、神奈川で開催された国民スポーツ大会冬季大会にスポーツ推進委員とし

てお手伝いさせていただきましたが、役員の方が多く、観客の方が少ない状況で

した。なかなか知られていないなと感じておりましたので、今回は平日開催で難

しい中ではありますが、ぜひＰＲに力を入れて、多くの方にあの迫力を見ていた

だきたいと思いますので頑張ってもらいたいです。 

 

○笠井会長 

ＰＲについて、何か事務局からありますでしょうか。 

 

○吉田スポーツ課長 

おっしゃる通りで、広報こそが命だと思っております。これから大会実行委員

会の中で検討を進めていきますが、会場にお越しいただくことが重要であり、ま

ず、アイスホッケーや国民スポーツ大会とは何か、いつやるのかなど、そういっ

た広報をしっかり行ってまいります。 

すでにチラシも作り各方面にお配りしており、出場される選手にクローズアッ

プしてその選手の人となりが分かるような魅力的な発信を行い、皆様に親近感を

抱いていただけるような広報を展開していきます。また、当日も実況中継で会場

を盛り上げるなど、今までとは違った形で盛り上げていこうと考えております。 

 

○三枝スポーツ担当局長 

平井委員のおっしゃった前回大会は平成 29年の際、私は当時のスポーツ局のオ

リパラ関係の仕事をしておりました。セクションが異なることもありますが、同

じスポーツ局内でもアイスホッケーをやってることを知らなかった、その程度の

ものでした。 

 いずれにしろ、大会を開催するに当たって、それなりの負担が生じますが、大

きな金額を使って、誰も知らないうちに大会が終わったというのは非常にもった

いないことだと思っておりますので、今回は、少し攻めてみようと考えておりま

す。 

  一方で、今、国民スポーツ大会について、様々な県から大会にかかる負担が膨
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大になり、支えきれないという意見が出ており、以前は大会存亡の危機にありま

した。そういったことから、大会を盛り上げることはもちろん必要ですが、経費

節減もしっかり図っていかないと持続していかないという命題があります。その

ため、この２つをしっかりと睨んで取り組んでまいります。 

  具体的には、県の広報紙「県のたより」を活用しております。これは神奈川県

内の全世帯に配布しているものですが、その最終ページの企画面を活用し、「冬

の国スポまであと一年」といった形で特集を組ませていただきました。これによ

り、多くの県民の皆様に、来年大会が開催されることをご認識いただけたのでは

ないかと考えております。 

 

○熊坂委員 

  横浜市も開催自治体として、神奈川県と協力して取り組んでおります。例えば

今年度作成したチラシには、キャノンイーグルスや横浜 GRITSといった市内・県

内で活動するプロスポーツチームの協力を得て、選手の写真を活用するほか、ご

協力いただいたチームのホームゲームの試合会場で、来場者の皆様に直接チラシ

を配布する機会をいただくなどして、周知を図っております。  

  やはり、スポーツ観戦者の方は一般の方よりスポーツ観戦への心理的ハードル

が比較的低いと思われますので、まずは関心を持ってもらいやすい層から周知を

広げていこうと、県とともに取り組んでいるところです。。 

  引き続き、皆様のご期待にお応えできるよう、力を合わせて取り組んでまいり

ますので、何とぞご支援をお願い申し上げます。 

 

○笠井会長 

ありがとうございました。その他にご意見ありますでしょうか。 

 

○森委員  

 環境づくりについて、13億という大きな予算が計上されておりますが、その内

訳について教えてください。例えば、先ほど説明のありました国民スポーツ大会

について、神奈川が開催県として受けるものでありますから、国からの補助が一

定程度あるのではないかと思います。 

そうしたものを差し引いた場合、スポーツセンターの床面改修や伊勢原射撃場

の空調等、そういったところで費用が生じたということになるのではないかと思

われます。その辺りについて、ご説明をお願いしたいと思います。 

 

 ○吉田スポーツ課長 

  伊勢原射撃場の空調機設置につきましては、約 3,000万円程度を新たに予算計
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上しているところです。また、アサンテ スポーツパークのアリーナ１の床面改修

については、700万円程度でございます。実際には、改修工事が進んでいる中です

が、継続して対応しております。 

  その他については、施設の維持管理、維持修繕が占めており、およそ７億円程

度計上しているところでございます。 

 

○森委員 

  申し上げたいのは、これだけ大きなお金を使う以上、しっかりと精査しなけれ

ばならないということです。アサンテ スポーツパークは指定管理ですか。 

 

○吉田スポーツ課長  

 ＰＦＩ事業になります。また、県職員もおり、半分直営の形となります。 

 

○森委員  

 本日はスポーツセンター所長もいらっしゃるので、今の状況や思いをお聞かせ

いただければと思います。 

  

○小谷スポーツセンター所長 

  スポーツセンターについて、令和２年度の再整備に伴い、総合的なスポーツ活

動の拠点として整備されました。従来の競技スポーツの推進等も引き続き継続し

ながら、これまで十分でなかったパラスポーツについてもしっかり充実させ、よ

り使いやすい施設に整備しております。 

  今年度は開所後６年目となり、当時としては最新の形で整備してきましたが、

様々なご意見をいただき、まだまだ充実させていかなければならない点があり、

また、時代に合わせて改修していかなければならないと認識しております。 

  また、アリーナ１については、およそ１年間休止した上で床や照明等のリニュ

ーアルを行いましたが、全面改修となると何億という費用を要するため、現時点

では、傷んだ箇所を削り、ラインを引き直す等の方法で対処しております。アリ

ーナ１は、平成 10年のかながわ・ゆめ国体の前年に整備されたものであり、経過

年数を考えますと、全面張替えも検討しなければならないと考えております。 

  なお、13億という予算の中の大半は、施設の維持運営費であり、例えば、温水

プールだと維持するだけでも相当な額を要します。さらに、アリーナの全面改修

や、パラスポーツ拠点としての充実を図るとなると、費用が必要となります。 

  いずれにしても、県民の皆様に利用していただくために、何を最優先で充実さ

せていくべきかを整理しつつ、県立施設全体の環境づくりの中の一つとして、よ

り充実を図っていけるよう検討してまいります。 
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○森委員  

 今、思いを伺いました。お話したいのが、神奈川県においてはこの施設が心臓

部だと思います。そういう位置づけをしている中で、様々な工夫をされているこ

ともお聞きしました。 

予算が多いから良いとか、少ないから不要ということではなく、魅力のないセ

ンターになってしまうと寂しく思いますので、県民の方にとって使い勝手のよい

施設になるよう、私どもも応援したいと思います。 

 

○平井委員  

 前回お聞きしたときは、スポーツセンターにはパラスポーツの専門の指導者を

置いていないという話だったと思いますが、現在もそういった方はいないという

理解でよろしいでしょうか。 

 

○松田健康・パラスポーツ推進室長  

 今年度まではそのとおりでございます。来年度からは、パラスポーツ拠点機能

の整備として、運動サポートや相談対応を行うパラスポーツ指導員の配置等を考

えております。 

 

○平井委員  

 共生社会の実現のためにも、ささえる人材が資格を取れたり、指導者を配置す

ることにも、ぜひ予算を使ってほしいと思います。 

 

○小谷スポーツセンター所長  

 これまでもパラスポーツをささえる人材の育成等については取り組んでまいり

ましたが、事業を行う際には外部から指導者に来ていただく形で対応してきまし

た。常駐の職員として配置しておりませんでしたが、今回、ご意見をいただきま

したので、今後もしっかり進めていきたいと考えております。 

 

○笠井会長  

  ありがとうございました。その他にございますでしょうか。 

 

○坂本委員  

 大雪により中止された市町村対抗かながわ駅伝競走大会について、今年は第 80

回の記念大会であり、丹沢湖に場所を移して４回目の開催となる中、中止という

状況は、まさに悲劇的な大会となってしまいました。  
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 全国的な大会日程を踏まえれば、２月開催はやむを得ない面もあると理解して

おりますが、やはり雪の懸念が拭えません。他の代替会場について、困難である

ことは重々承知しておりますが、検討をお願いしたいところであります。  

 例えば、高校駅伝は日産スタジアム周辺で開催しており、Ｊリーグとの調整も

あり簡単ではないと聞いておりますが、検討をお願いしたいと思います。  

 また、今年度は久しぶりに 33市町村すべてが合同チームを含め参加し、全て揃

ったことは大変意義深いものであったと感じております。全市町村が対抗形式で

参加する大会は、現在では本大会のみと思いますので、ぜひ来年度以降も残して

いただきたいと考えております。 

 

○三枝スポーツ担当局長  

 私もこの職に就いてから雪による中止を２度経験しており、雪による中止のリ

スクの高さを感じております。代替会場の確保は容易ではないものの、実際にこ

のような状況が生じている以上、開催場所の在り方について問題意識を持って取

り組んでいく必要がありますので、今後ご指導いただきたいと思います。 

 

○渋谷委員  

 現在、４つの総合型地域スポーツクラブが県内の県立支援学校で土日を活用し

たパラスポーツ事業を実施しており、パラスポーツの推進については私も非常に

うれしく感じております。  

 その上で、スポーツセンターに配置されるパラスポーツ指導員について、常駐

するのか、何名体制か、また障がい者やご家族がいつでも相談できる体制なのか

についてお伺いしたいです。 

 

○松田健康・パラスポーツ推進室長  

 スポーツセンターが開所している午前９時から午後９時までの間は常駐できる 

ようにしたいと考えております。人数については、本来であれば複数名が望まし 

いものの、予算上の制約があるため、現時点では１名から始めていきたいと考え 

ております。 

  体制については、可能であればいつでもご相談を受けられる体制が望ましいで

すが、当面は事前に予約をいただき、対応する方向で検討しております。 

 

○渋谷委員  

 その情報はどこかに告知されますでしょうか。 
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○松田健康・パラスポーツ推進室長  

 来年度の新規事業となりますので、これから議会で予算の承認もいただきまし

たら、各方面に発信してまいります。 

 

 

(3) 令和８年度におけるスポーツ団体等に対する補助（案）について 

 

○笠井会長  

 続いて、議題(3) 令和８年度におけるスポーツ団体等に対する補助（案）につ

いて、事務局から説明をお願いします。 

 

 （資料４に基づいて、吉澤スポーツ課企画グループリーダーから説明） 

 

○笠井会長 

ありがとうございました。それではご意見等ありますでしょうか。 

 

○田中副会長  

 補助率について、１／３の補助率という点については、やはり持ち出しが生じ

ることとなり、団体レベルではやや厳しい面があるのではないかと感じておりま

す。地域活性化推進事業費補助の方は企業も対象となっておりますので、なるべ

く企業に活用いただき、団体がそれに乗っていくような形が取れればよいのでは

ないかと思います。  

 デジタル技術の活用などもありますので、ｅスポーツのような取組にも使える

のではないかと考えております。  

 なお、補助対象は新規事業に限られるのでしょうか。 

 

○吉田スポーツ課長  

 基本的に新規事業を対象と考えておりますが、新しい組織を作り、新しい事業

を行うのも難しいと思いますので、既存事業であっても新規の要素があれば、審

査の上で問題なければ対象としたいと考えております。パラスポーツの補助金に

ついても、同様に考えております。 

 

○加藤委員  

 補助対象とする企業とは、どういったところを想定されていますでしょうか。 
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○吉田スポーツ課長  

 総合型地域スポーツクラブやスポーツメーカー、スポーツチームを持っている

ような企業など、「かながわスポーツ・プラットフォーム」の参加団体のよう

な、スポーツの力で社会課題を解決するような企業を想定しております。 

 

 ○加藤委員 

  地域活性化という観点から見れば、スポーツ関連企業に限らず、例えばサイク

ルツーリズムであれば、サイクルトレインのような車両を１つ作ってもらい、県

内外から来られる人が様々な場所に行ってもらえるような仕組みが必要だと思い

ます。そのためにも、スポーツだけに目を向けるのではなく、行動や交通など、

視野を広げた企業連携が必要だと考えます。 

  先ほどの部活動の地域展開も同様ですが、企業連携といっても、県内にはバス

ケットボールやサッカー等の多様なプロスポーツチームがあり、また、森委員か

ら大学連携のお話もありました。それらを踏まえて、補助なのか、連携なのか、

支援なのか、その在り方も含め、もう少し広い視点で検討いただきたいです。 

 

 ○吉田スポーツ課長 

  ご指摘の通りだと思います。地域活性化補助金の企画の発端として、地域で

様々なスポーツに関する活動をされる小規模団体がいらっしゃいますが、課題と

して、人やお金、ノウハウや周知の仕方がわからないといったものがあります。

その際に、公的な支援をし、地域で集まり、その集まりが育って様々な場所でス

ポーツができる環境が増えていければよいという目的が本事業の出発点でした。 

  そういった意味では、加藤委員のおっしゃる通り、有力な企業にだけ補助する

のではなく、志ある団体が企業と連携し、プラットフォームを活用しながら事業

を拡大していただきたいと考えております。 

  また、サイクルトレインについては、サイクルツーリズムの推進に当たっては

非常に効果的だと思いますので、こういったところにつなげていくこともスポー

ツ課の役目だと考えておりますので、本補助金の活用とともに進めてまいりま

す。 

 

○加藤委員  

 鉄道会社は特にそうですが、旅行者や乗客を増やすことを常に考えており、自

転車を載せる場合にも料金を徴収するわけです。そうした事業者に対し、地域活

性化の話題を持ちかければ、先方からも前向きな提案が出てくるのではないかと

思いますので、ぜひ取組を進めていただきたいと思います。 
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○三枝スポーツ担当局長  

 加藤委員のご指摘は大変重要であると思います。資料では「企業」という表現

を用いているため、やや限定的な印象を与えているかもしれませんが、まさに

様々な事業者の皆様とも連携していきたいと考えております。 

 「かながわスポーツ・プラットフォーム」には、例えばＪＲ東日本や京急電鉄

など、多くの事業者にご参加いただいております。そのため、本補助事業のご案

内時には、形式張ったものではなく、「このような形でもご活用いただけます」

と柔軟に説明し、活用の可能性についてご意見を頂戴しながら、丁寧に周知して

まいりたいと考えております。  

 本補助金事業については、できる限り多くの方々に活用いただきたいとの思い

がございます。関係者の皆様に広くご活用いただけるよう、一生懸命努めてまい

ります。 

 

○笠井会長 

ありがとうございました。それでは、事務局におきましては効果的に事業を進

めていただければと思います。 

長時間にわたりご審議いただき、誠にありがとうございました。 

最後に、全体を通してご発言がございましたらお願いいたします。 

 

○青木委員 

先ほどの件で一点だけ申し上げます。部活動の地域展開について、改革実行期

間が 13年という点については、教育委員会からも言われました。しかしながら、

13年を待っている間に、今まさにやりたいと考えている子どもたちは、中学１年

生、中学２年生、中学３年生と、青春期の大切な時期を迎えております。 

部活動が十分にできない、顧問も減っている、外部での活動も難しいという状

況の中で、待っていられない子どもたちが現におります。その思いを、ぜひ受け

止めていただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

 

○笠井会長 

ありがとうございました。それでは、本審議会での意見は以上としてよいでし

ょうか。 

  

（委員の了承） 

 

○笠井会長 

  ありがとうございます。それでは、事務局におきましては効果的に事業を進め



16 
 

ていただければと思います。 

以上をもちまして、本日の会議を終了させていただきます。ご協力ありがとう

ございました。 

 

 

３ 閉会 

○吉澤スポーツ課企画グループリーダー  

 本日は、お忙しいところご出席いただき、誠にありがとうございました。それ

では、これにて、第 30回神奈川県スポーツ推進審議会を閉会します。 


